
一般競争入札（電子入札）を行いますので、次のとおり公告します。

刈谷市長　稲　垣　　武

１ 入札に付する事項 r7-2495

円 （消費税及び地方消費税相当額を含む）

２　設計図書のダウンロード、質問方法

電子調達システムの入札情報サービスよりダウンロード

午前９時から

午後５時まで

午後３時まで

３　入札参加申込書及び提出書類の提出期間

午前９時から

午後４時まで

工 事 名

令和7年12月3日

工 事 場 所

令和８年３月１８日まで

路 線 等 の 名 称

令和7年12月9日

(水)

令和7年12月15日 (月)

金 1,738,000

令和7年12月3日

事後審査方式

非該当建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律有

入 札 参 加 資 格 審 査

予 定 価 格

工 事 概 要

電気工事

工 期

入 札 方 法 等

業 種

小高原小学校防犯カメラ増設工事

防犯カメラ　増設　１台

上記内容の設置工事一式

　あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）（以下、「電子調達システ
ム」という。）による。

刈谷市原崎町

(水)

令和7年12月11日

令和7年12月3日

(木)

電子調達システムの稼動時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時から
午後８時まで

電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書に必要な事項を入力し、指定
された提出書類を添付ファイルとして送信すること。

要免除 契 約 書 の 作 成 の 要 否

(火)

[電子調達共同システム(CALS/EC)]→[入札情報サービス]→[入札公告]→
[調達機関：刈谷市][検索]→[該当の調達案件名称を選択]→[ダウンロード]

入 札 保 証 金

ダウンロード期間

質 問 方 法

公告、設計図書等の内容についての質問は、質疑書[Excel]（質疑書は刈谷市ホー
ムページの入札・契約情報の要領・様式に掲載）により契約検査課へ電子メール
で提出してください。
［契約検査課：kensa@city.kariya.lg.jp ］

提 出 方 法

最 低 制 限 価 格 の 有 無

ダウンロード方法

質 問 期 限

提 出 期 間
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４　入札書及び工事内訳書の提出期間

５　開札の日時及び場所

６　入札に参加する者に必要な資格

７　その他

　入札参加者は、刈谷市電子入札取扱要領、あいち電子調達共同システム
(CALS/EC)利用規約、刈谷市工事関係入札心得書、刈谷市一般競争入札取扱要領及
び監理技術者制度運用マニュアルを熟読し、公正かつ適切に入札に参加するこ
と。
　入札参加者は、本公告及び設計図書（設計書、図面及び仕様書をいう。）を熟
読し、公正かつ適正に入札すること。

遵 守 事 項

刈谷市役所　３０１会議室（３階北棟）

　予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を入札書に記載した
者のうち最低の価格を入札書に記載した者を落札者とし、入札書に記載された金
額に、当該金額の１００分の１０を加算した額を落札額とする。

(火)令和7年12月16日

場 所

所 在 地 等

建 設 業 の 許 可

午前９時から令和7年12月12日

午後４時まで令和7年12月15日 (月)

電子調達システムにより、入札書に必要な事項を入力し、工事内訳書を添付ファ
イルとして送信すること。工事内訳書を書面で提出する場合は、開札後速やかに
契約検査課へ持参すること。

電子調達システムの稼動時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時から
午後８時まで

(金)

9:16日 時

提 出 方 法

提 出 期 間

配置予定の主任
( 監 理 ) 技 術 者

　工事工期が重複する複数の工事に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札
に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者と決定さ
れた時点で、それ以降に行われるその他の入札に提出された入札書は無効となり
ます。（専任が求められない場合は除く。）

  本工事の施工能力があること。そ の 他

資 格 停 止 等

落 札 者 の 決 定

技 術 者 の 配 置

　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する 電気工事業 の建設
業許可があること。

　公告日前において、当該年度の刈谷市入札参加資格者名簿に 電気工事 で登載
され、刈谷市内に本店、支店若しくは営業所で登録されていること。

　入札参加申込みのあった日から対象工事の入札執行の日までの期間において、
本市から「刈谷市入札参加資格停止要領」に基づく入札参加資格停止又は「刈谷
市が行う調達契約等からの暴力団の排除に関する事務取扱要領」第４条第１項に
規定する排除措置を受けていないこと。

　建設業法第２６条に規定する技術者を配置できること。
　また、配置予定の技術者は所属建設業者と入札参加申込みのあった日以前に３
箇月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
　監理技術者にあっては、監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項第２号に規
定する者をいう。）を専任で配置し、特例監理技術者等の配置について（刈谷市
ホームページに記載）で定める兼務要件を満たす場合には、他の工事と兼務でき
ることとする。
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